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給水承認工事等における断水工事の取扱いについて（通知） 

 

 日頃より、本企業団の水道事業にご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、表題の件につきまして、先般、給水承認工事施工時において、断水工事にも関わらず本企業

団への連絡無しに断水を実施し、工事箇所付近の住宅で水がでない事案が発生しました。 

断水工事が必要となる場合には、給水工事管理図に「断水工事（企業団と打合せ要）」等と記載し

ておりますが、当該表記の見落としにより断水工事を把握していない事例が見受けられます。 

また、断水工事予定日を確定した際は、工事予定日の１週間前までに本企業団に報告することとな

っておりますが、直前での報告をすることや断水対象住宅への周知の忘れにより、住民の皆さまが予

定していない急な断水工事を行う事例も発生しております。 

つきましては、今後、給水承認工事等における断水工事を行う際は、下記のとおり留意して工事を

施工していただきますようお願い申し上げます。 

今後とも、適切な施工管理を行っていただきますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

記 

１ 留意事項 

(１) 工事をする際は、給水工事管理図を必ず確認し、「断水工事」と記載してある場合には、事

前に本企業団と断水内容を調整してください（別紙「給水工事管理図 断水工事記載例」参照）。 

(２) 断水工事予定日を確定した際は、必ず工事予定日の１週間前までに本企業団に報告し、断水

時間等を調整してください。 

(３) 断水の対象となる住宅へは、住民に対してビラ等で断水の周知してください。なお、配布す

るビラの内容を確認するため、必ず配布前に案を本企業団に提出してください。 

  

２ 適用開始日 

  通知の日から適用する。 

 

                          〇問い合わせ先 

                           給水課給水装置申請グループ 

                       電話 0561-38-0035 

                       FAX  0561-38-1427 



 

断水工事について大きく記載 

断水工事 
※工事予定日の 1週間前までに企業団と打合せすること 

※断水宅への配布ビラ案を企業団に提出すること 


